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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月11日(2021.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　癌の処置のための組成物であって、
　前記癌の処置において用いられ、腫瘍細胞の複製を阻害する際に有効な化合物を含む医
薬学的な製剤と、
　魚油と、
　セレンと、
を含む、組成物。
【請求項２】
　医薬学的な前記化合物が、イレッサ、タルセバ、アリムタ、シスプラチン、および、ド
セタキセルからなる群から選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記魚油および前記セレンは、相乗効果を提供するために有効な量で提供され、前記相
乗効果は、対応する量で個々に提供される場合の前記魚油または前記セレンの相加効果を
越えている、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　魚油と、
　セレンと、を含む、癌の処置のための組成物であって、
　前記魚油および前記セレンは、癌処置様式に対する相乗効果を提供するために有効な量
で提供され、前記相乗効果は、対応する量で個々に提供される場合の前記魚油または前記
セレンの相加効果を越えている、組成物。
【請求項５】
　前記癌処置様式が、癌細胞の複製を阻害すること、転移を低減すること、化学療法薬の
有効性を増大させること、耐性癌細胞を化学療法薬に対して増感させること、および化学
療法薬の悪液質副作用を減少させることからなる群から選択される、請求項４に記載の組
成物。
【請求項６】
　前記組成物は、表１に示すような少なくとも三つの成分を含む、請求項１～５のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記組成物は、表１に示すような量に従って処方されている、請求項６に記載の組成物
。
【請求項８】
　癌を処置において使用するための化学療法化合物と栄養サプリメントとであって、前記
化学療法化合物は、癌の処置において利用され、腫瘍細胞の複製を阻害する際に有効であ
り、前記栄養サプリメントが魚油とセレンとを含む、化学療法化合物と栄養サプリメント
。
【請求項９】
　医薬学的な前記化合物が、イレッサ、タルセバ、アリムタ、シスプラチン、および、ド
セタキセルからなる群から選択される、請求項８に記載の化学療法化合物と栄養サプリメ
ント。
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【請求項１０】
　前記栄養サプリメントは、表１に示す三つ以上の成分を含む、請求項８または９に記載
の化学療法化合物と栄養サプリメント。
【請求項１１】
　前記栄養サプリメントは、表１に示すような量に従って処方されている、請求項１０に
記載の化学療法化合物と栄養サプリメント。
【請求項１２】
  癌化学療法剤に対して耐性である腫瘍細胞の感受性を増大させることによって癌の処置
の際に使用するための栄養サプリメントであって、
　前記栄養サプリメントが、セレン、魚油、またはセレンと魚油との組み合わせを含み、
前記癌化学療法剤が一つ以上の医薬学的な化合物を含む、栄養サプリメント。
【請求項１３】
　医薬学的な前記化合物は、イレッサ、タルセバ、アリムタ、シスプラチン、タキソール
、アドリアマイシン、アバスチン、およびドセタキセルからなる群から選択される、請求
項１２に記載の栄養サプリメント。
【請求項１４】
　前記栄養サプリメントは、表１に示す三つ以上の成分を含む、請求項１２または１３に
記載の栄養サプリメント。
【請求項１５】
　前記栄養サプリメントは、表１に示すような量に従って処方されている、請求項１４に
記載の栄養サプリメント。
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